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令和４年神審第２７号 

裁    決 

遊漁船Ａ釣客負傷事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官髙木省吾出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

令和３年８月２１日１６時００分 

兵庫県東播磨港 

２ 船舶の要目 

船 種 船 名 遊漁船Ａ 

総 ト ン 数 ４.３トン 

登 録 長 １２.５９メートル 

機関の種類 ディーゼル機関 

 出 力 ３３０キロワット 
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３ 事実の経過 

(1) 構造及び設備等 

   Ａは、平成２９年３月に進水し、最大とう載人員が船員２人及び

旅客１２人のＦＲＰ製遊漁船で、船体ほぼ中央に操舵室を配し、同

室の前部中央に魚群探知機及び舵輪を、その左舷側にレーダー及び

魚群探知機２台を、右舷側にＧＰＳプロッター及び機関遠隔操縦装

置をそれぞれ備えていた。 

(2) 関係人の経歴 

   （省略） 

(3) 業務規程 

   遊漁船業の業務の実施方法を定め、登録を受けた遊漁船業者及び

その事業者のもとで業務に従事する者が、関係法令に従い、業務を

適正かつ円滑に行うことを目的として定められたＡの業務規程（以

下「業務規程」という。）中、第１３条には、航行中、波の影響に

より、船体が動揺することがあるから、動揺が比較的小さい船体中

央より後方の部分に乗船することを遊漁船利用者に対して周知し、

船長は、周知した遵守事項を利用者が遵守していないときは、遵守

するように指示することが規定され、ａ受審人も、同規定を承知し

ていた。 

(4) 気象、海象及び潮流の状況 

   高松地方気象台は、令和３年８月２０日２３時３０分瀬戸内海を

対象とした海上風警報を発表し、翌２１日０５時３０分に発表され

た同内容は、瀬戸内海では南の風が強く、最大風速は毎秒１５メー

トルというものであった。 

(5) 本件発生に至る経緯 

   Ａは、ａ受審人が１人で乗り組み、釣り客１２人を乗せ、遊漁の
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目的で、船首１.０メートル船尾１.５メートルの喫水をもって、同

月２１日０５時５０分東播磨港の係留地を発し、明石海峡航路東口

付近の釣り場に向かった。 

ａ受審人は、瀬戸内海を対象とした海上風警報が発表されていた

ものの、このことを知らないまま、０６時５０分釣り場に到着して

遊漁を行い、その後、釣り場を移動して遊漁を行っていたところ、

南寄りの風が強まって白波も立ち始めてきたことから、遊漁を終え、

船首甲板に３人の、操舵室左舷側の通路に２人の、同右舷側の通路

に１人の及び船尾甲板に６人の釣り客をそれぞれ座らせ、１５時 

００分東播磨港別府西港西防波堤灯台（以下「別府防波堤灯台」と

いう。）から１２９度（真方位、以下同じ。）１０.１３海里の釣

り場を発進して帰途に就いた。 

   釣り場を発進したとき、ａ受審人は、南寄りの風が強まって白波

も立ち始めてきた状況を認めていたが、釣り客の安全に影響を及ぼ

すほどの波はないものと思い、船首甲板に座っていた釣り客を船体

動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に移動するように同釣

り客に周知するなど、釣り客に対する安全確保の措置を十分にとら

なかった。 

   ａ受審人は、舵輪後方の操縦席に腰掛けて操船に当たり、東播磨

港南東方沖合を西行し、１５時５１分半僅か前別府防波堤灯台から

１３９度１.８９海里の地点で、針路を３２６度に定め、１５.０ノ

ットの速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵によって進行し

た。 

   こうして、ａ受審人は、１５時５７分半少し前別府防波堤灯台か

ら１１２.５度８００メートルの地点に至り、船尾方からの高起し

た波により衝撃を受けたことから、速力を７.８ノットに減じて続 
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航し、１６時００分僅か前、再び船尾方からの高起した波を受け、船首 

部が高く持ち上げられて急激に降下し、１６時００分別府防波堤灯台か 

ら０５８.５度４３０メートルの地点において、Ａは、原針路、原速 

力のまま、船首甲板に座っていた釣り客１人が、上方に跳ね上げられた

後に落下し、同甲板に臀部を打ち付けた。 

 当時、天候は曇りで風力５の南南東風が吹き、潮候は上げ潮の初期に 

あたり、波高は１.０メートルで、瀬戸内海を対象とした海上風警報並

びに兵庫県加古川市に強風及び波浪の各注意報がそれぞれ発表されてい

た。 

 その結果、釣り客１人が第２及び第４各腰椎圧迫骨折を負った。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件釣客負傷は、瀬戸内海を対象とした海上風警報が発表されている

状況下、遊漁を終えて釣り場を発進する際、釣り客に対する安全確保の

措置が不十分で、帰航中、高起した波を受け、船首部が高く持ち上げら

れて急激に落下し、船首甲板に座っていた釣り客が、上方に跳ね上げら

れた後に落下し、同甲板に臀部を打ち付けたことによって発生したもの

である。 

 ａ受審人は、瀬戸内海を対象とした海上風警報が発表されている状況

下、遊漁を終えて釣り場を発進するにあたり、南寄りの風が強まって白

波も立ち始めてきた状況を認めていた場合、船首甲板に座っていた釣り

客を船体動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に移動するように

同釣り客に周知するなど、釣り客に対する安全確保の措置を十分にとる

べき注意義務があった。しかるに、同人は、釣り客の安全に影響を及ぼ

すほどの波はないものと思い、釣り客に対する安全確保の措置を十分に

とらなかった職務上の過失により、遊漁を終えて帰航中、高起した波を
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受け、船首部が高く持ち上げられて急激に落下し、船首部に座っていた

釣り客を負傷させるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和５年３月７日 

     神戸地方海難審判所 

          審 判 官  前  田  昭  広 


